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電事連会長 定例会見要旨 

（2024年 1 月 19 日） 

 

 電事連会長の池辺です。今年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、今月 1 日に発生した、能登半島地震について、一言申し上げます。この度の

地震は、石川県などを中心に、甚大な被害をもたらすことになりました。お亡くなり

になられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された多くの皆さまに、心

よりお見舞いを申し上げます。 

 

また、電力設備も被害を受け、北陸電力管内で、最大で約 4 万戸もの停電が発生す

ることとなり、大変にご不便とご迷惑をおかけいたしました。 

 地震発生直後から、北陸電力による懸命な復旧作業に加え、全国の各電力会社によ

り、17 日までにのべ 2500 名を超える要員や発電機車の応援が駆け付けました。こう

した対応により、一刻も早い停電の復旧を進めておりますが、道路陥没・土砂崩れな

どによる一部の復旧困難箇所などを中心に、依然として約 7500 戸の停電が残ってお

ります。業界といたしましても、引き続き、各社と連携した北陸電力へのサポート等

を通じて、支援を継続してまいります。 

 

また、周辺の原子力発電所においては、変圧器の油漏れなどはありましたが、現時

点で、原子力発電所の「止める・冷やす・閉じ込める」といった機能は維持されてお

り、安全性は確保されております。また、発電所への影響については、皆さまのご不

安を解消できるよう、正しい情報を迅速にお届けすることが必要と考えております。

電事連においても、発電所の点検状況や、様々なご疑問にお応えする FAQ などを盛

り込んだ特設サイトを作成いたしましたので、適宜更新しながらタイムリーな情報発

信に努めてまいります。あわせて、SNS も積極的に活用してまいりますので、メディ

アの皆さまには、ぜひ、ご活用いただければと思います。 

 

さて、本日のテーマとして、私からは 2 点、1 点目として、2024 年の抱負、2 点目

として、使用済燃料対策推進協議会の開催について、申し上げます。 
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＜１．2024 年の抱負＞ 

まずは「2024 年の抱負」について、申し上げます。 

昨年末の会見で申し上げたとおり、エネルギー政策の進展をはじめ、昨年、様々な

前進があったことを、より確かなものにするために、今年は、「新しいステージに向

けて、歩みを進める年」にしていきたいと考えております。 

 

足元の取り組みとしては、最大の使命である、日々の安定供給をしっかり守ってい

くことが、何よりも重要です。さらに、カーボンニュートラルヘの取り組みを着実に

進めるとともに、燃料価格の高騰や脱炭素に向けた投資等に伴い、エネルギーコスト

が上昇する中においても、できる限り安価な料金で電気をお届けできるよう、最大限

努めてまいります。これは、まさに「３Ｅ」、すなわち、「安定供給」「環境適合性」

「経済効率性」の追求に他なりません。そして、その実現に向けた重要な選択肢の一

つである原子力を、最大限に活用するためには、稼働中の原子力発電所の安全・安定 

運転を積み重ねることが、何よりも大切であります。加えて今年は、BWR プラント

の再稼働を着実に進めていくことが期待されています。中国電力の島根原子力発電所

2 号機および、東日本大震災を経験した、東北電力の女川原子力発電所 2 号機の再稼

働、そして、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所 7 号機についても、先日、原子力規制

委員会の追加検査が完了し、その後の規制プロセスや、地元のご理解に結びついてい

くことが期待されております。 

さらにバックエンド事業としては、再処理工場のしゅん工に向けた取り組みも大変

重要であり、引き続き、安全を最優先にオールジャパン体制で日本原燃を支援してま

いります。 

 

そして、原子力のみならず、再生可能エネルギーの導入促進、火力発電の効率的な

運用や CO2 削減に向けた技術開発、需要側では、電化の推進やヒートポンプの普及

促進など、あらゆる施策を投入し、安定供給と脱炭素の両立に貢献してまいります。 

 

一方、今年は、将来のエネルギーを考える上でも大変重要な年になります。エネル

ギー基本計画の見直しについては、先月開催された基本政策分科会において、多くの

委員の方から、今後の見直し作業を念頭に置いた、多数のご発言が出たと伺っており



 

 

-3- 

ます。例えば、産業構造の変化を踏まえたエネルギー政策立案の重要性や、原子力の

持続的な活用を促すための施策、国際秩序が不安定化する中での資源の確保やエネル

ギー自給率改善の必要性など、いずれも大変重要なご指摘であったと思っております。 

 

エネルギー政策は、まさに国の根幹を支えるものであり、エネルギー基本計画は、

その名前の通り、エネルギーの将来を考え、実行していくための羅針盤となるもので

す。もちろん、計画は硬直的ではなく、国内外の様々な動きを柔軟に対処していくも

のでなければなりません。その意味でも、3 年に一度の、計画の見直しが持つ意味は、

大変大きいものと言えます。 

 

事業を営む私共としては、将来の不確実性も踏まえながら、安定供給に向けて、持

続可能な電気事業をいかに担保していくか、という観点が重要になります。計画の見

直しに向けた具体的な議論においては、私共もしっかり考え、検討に協力してまいり

ますが、今時点の意見として一例を申し上げれば、2050 年カーボンニュートラルの実

現に向けて、原子力を持続的に活用していくため、リプレースと新設の必要性につい

て、しっかりと明記されることが必要だと考えております。あわせて、需要側におい

ても、再生可能エネルギーである大気熱を活用したヒートポンプの導入拡大など、電

化が進展する絵姿について、より明確に位置付けていただくことも期待しております。 

 

エネルギー基本計画の見直しと並行して、昨年から、広域機関で進められている、

長期の電力需給シナリオ検討もこれから本格化していくと思います。電化の進展や情

報化社会の高度化など、電力需要に影響を与え得るシナリオを十分検討いただき、持

続可能な設備形成につながる現実的なシナリオが示されることを期待しています。 

 

また、来年 3 月に、送配電部門の法的分離等から 5 年を迎えるにあたり、昨年 12

月の電力・ガス基本政策小委員会において、電力システム改革の検証に着手されまし

た。 

 

これまでの電力システム改革では、広域機関の設立により全国大での需給調整機能

が強化されたことや、電力の小売りも含めた全面自由化によりお客さまの選択肢が広
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がるなど、一定の成果がありました。私ども事業者としても、新たなビジネス機会の

中で、メニューの多様化など、創意工夫する取り組みが、徐々に根付いてきたものと

思っております。 

 

一方で、東日本大震災以降、再エネの急拡大と電力自由化が同時進行する中、非効

率な火力発電所の退出が進むなど、中長期的な投資回収の予見性を確保出来ず、電源

投資が進みにくい環境となりました。こうした課題が顕在化し、近年、電力需給ひっ

迫の懸念が、常態化する結果も招いております。 

 

これに対し、容量市場や長期脱炭素電源オークションなど、市場制度を中心とした

手当ては進みつつありますが、費用回収、そして株主・金融機関の皆さまに投資判断

をご納得いただけるような利益創出の予見性が必ずしも確保できる制度にはなって

いないなど、依然として課題があると考えています。これらについては、しっかりと

検証を行い、発電事業が魅力的な事業となるような環境整備について、議論を深める

必要があります。 

 

今回の検証にしっかりと向き合い、一つ一つ課題を解決していくことが、将来にわ

たって、わが国経済と国民の暮らしを支えうる、電力システムの再構築につながるも

のと考えております。こうした重要な検証について、私ども実務を担う事業者として

も、最大限、協力してまいる所存です。 

 

＜２．使用済燃料対策推進協議会の開催＞ 

次に「使用済燃料対策推進協議会の開催」について、申し上げます。本日 14 時か

ら、経済産業省において、第 7 回目となる使用済燃料対策推進協議会が開催され、私

も参加してきました。 

 

メディアの皆さまも、現地で取材されていた方も多いと思いますが、私からは、原

子力事業者がとりまとめた「使用済燃料対策推進計画」等に沿って、説明させていた

だきました。お手元に資料１－１、１－２として、関連資料を配布しておりますので、  

ご覧いただければと思います。 

https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/pdf/kaiken_s1_20240119.pdf
https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/pdf/kaiken_s2_20240119.pdf
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本日の協議会の場では、私から、原子燃料サイクルの早期確立に向けて、再処理工

場のできるだけ早いしゅん工を目指し、オールジャパン体制で支えていくことをお伝

えしました。また、プルサーマル推進の取り組みや使用済燃料対策を進めるにあたっ

ては、業界共通の課題として、引き続き、事業者間の連携・協力を行っていく考えで

あります。加えて、こうした事業を遂行していく上では、地元との信頼関係の構築が

全ての基礎であり、地域振興を含めた共生活動にも最大限努めていくことが重要とな

ります。私からは、このような事業者としての考え方や決意についてもお伝えしまし

た。さらには、バックエンド全体も見渡し、最終処分に関する理解活動において、国

や NUMOと連携して、積極的に取り組むことについても申し上げました。 

 

齋藤経済産業大臣からは、原子燃料サイクル事業の推進に向けて、国としても前面

に立って取り組んでいただけるという心強いお言葉と、日本原燃のしゅん工に向けた

更なる支援強化など、事業者間でしっかりと連携して進めていくようご要請をいただ

きました。こうしたご要請も踏まえながら、原子燃料サイクル事業の着実な推進や、

使用済燃料対策に向けて、取り組みを進めてまいります。 

 

本日、私からは以上となります。 

 

以 上 
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資料 1-1 

原子燃料サイクルの早期確立に向けた事業者の取組について 
 

我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観
点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する原子燃
料サイクルの推進を基本的方針としている。 

事業者として、原子燃料サイクル事業の着実な実施、プルサーマルの推進、中間
貯蔵や乾式貯蔵の推進等の使用済燃料対策、最終処分および廃止措置の取組など、
事業者間の連携をより一層強化し、整合的・総合的に進めていく必要があると考え
ている。 

原子燃料サイクル事業の長期に亘る持続可能性を担保するため、国の政策の下、
事業者が主体となって、引き続き取り組んでいく。 

 

１．原子燃料サイクル事業の着実な実施 
事業者として、六ヶ所再処理工場及びMOX燃料加工工場の早期竣工、さらに

竣工後の安全・安定操業は、原子燃料サイクル確立に向け、極めて重要と認識し
ており、日本原燃の活動を全面的に支援する。具体的には、2022年 9月に設置し
た「サイクル推進タスクフォース」のもと、業界一丸となって、技術面だけでな
く、マネジメント面も補完することにより、早期竣工と確実な審査対応に向け、
日本原燃に対し、オールジャパン体制での支援を行うとともに、日本原燃の株主
として責任ある対応を行い、原子燃料サイクル事業の持続的な運営を可能とす
る。 

 
２．プルサーマルの推進 

プルトニウムバランスの確保を実現するため、プルトニウム利用計画を着実に
更新・充実し、自社の使用済燃料から回収される国内外のプルトニウムの消費に
責任を持って取り組む。 

具体的には、2020年 12月に策定した新たなプルサーマル計画に基づき、以下
の対応を行っていく。 
－プルサーマルを早期かつ最大限導入することを基本とする。 

－全ての事業者は、地域の皆さまのご理解を前提に、中長期的な取組として、
稼働する全ての原子炉を対象に一基でも多くプルサーマルが導入できるよう
検討し、プルトニウムの需給バランスの確保に最大限取り組んでいく。 

－その上で、2030年度までに、少なくとも 12基の原子炉で、プルサーマルの
実施を目指す。 

更には、2022年 12月に策定した「プルサーマル計画の推進に係るアクション
プラン」に基づき、地元理解に向けた各社の取組の情報共有・知見の共有、自社
で保有するプルトニウムは自社の責任で消費することを前提に事業者間でプルト
ニウムを交換することなどを、計画的に進めていく。 

使用済 MOX燃料については、国内の原子力発電所で取り出しが行われてお
り、また、国として、2030年代後半の再処理技術確立を目途に、研究開発の加
速、とりわけ、官民連携による国際協力を推進することとされている。こうした



状況を踏まえ、原子力事業者は、国内で保有する使用済MOX燃料を用いて、仏
国にて、再処理実証研究の実施に向けた取り組みを進めることとし、具体的な実
施体制等の詳細を検討していく。本研究により、使用済MOX燃料の性状や再処
理設備への影響等、使用済 MOX燃料の再処理の実用化に向けて必要な技術的知
見を得るとともに、国内の原子力発電所で使用している MOX燃料が商業用プラ
ントでも再処理可能であることを実証するなど、原子力事業者として、将来の日
本の再処理技術確立に大きく寄与する。あわせて、それまでの間、使用済MOX
燃料は適切に貯蔵、管理し、具体的な貯蔵、運搬方法についても検討を進める。 

 

３．使用済燃料対策 
使用済燃料対策推進計画に基づき、2020年代半ば頃に使用済燃料貯蔵容量の

4,000 トン程度の拡大、2030年頃に更に 2,000トン程度、合わせて 6,000トン程
度の拡大に向けて取り組む。また、再処理工場と中間貯蔵施設の竣工は、整合的
に進めていく。 

中間貯蔵や乾式貯蔵の着実な推進、燃焼度向上等を通じた使用済燃料発生量の
低減のため、地元のご理解に向けて最大限の努力を行うとともに、事業者間の連
携・協力をより一層強化する。また、使用済燃料対策推進協議会における幹事会
の枠組みを活用し、事業者の進捗状況について、定期的に報告、共有を行う。 

 
４．最終処分および廃止措置の取組 

高レベル放射性廃棄物の最終処分については、2023年 4月、最終処分法に基づ
く「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」の改定が閣議決定された。
高レベル放射性廃棄物の発生者としての基本的な責任を有する立場から、国や
NUMOとも連携しつつ、地域の皆さまと対話活動等を通じて、全国のできるだけ
多くの皆さまのご関心やご理解が深まるよう、基本方針改定等を踏まえ、国・
NUMO・電力の合同チームでの自治体訪問等に取り組んでいるところ。引き続
き、より連携を強化しつつ、最終処分の実現に向けて、文献調査の実施地域の拡
大等に取り組んでいく。 
原子力発電所の廃止措置については、本年 4月に新たな制度が始まる。業界と

して、当該制度への移行に伴う体制整備を進めているところであるが、関係者と
の連携を深めながら我が国全体で円滑に廃止措置を実施していく。また、解体廃
棄物に関して、その発生者として処分場確保に努めるとともに、クリアランス制
度の社会定着と利用拡大に向けては、業界内での率先した再利用を実施するとと
もに、業界外でも再利用箇所を拡大していくために、国と連携・協力しながら理
解活動を進めていく。 

 

５．地域振興 
原子燃料サイクルの推進にあたっては、地元のご理解が大前提であり基本であ

る。このため、地元の皆様との丁寧な対話を重ねることで、事業に対しご理解を
頂くよう力を尽くす。また、原子力施設が立地地域と共生し、将来にわたって共
に発展していくために、施設の事業主体として、また、地域の一員として、雇用
促進・地元発注などの地域振興について、地元の実態や状況を踏まえ、引き続き
取り組んでいくとともに、国や、地元自治体をはじめとした関係の皆様と連携を
図り、地域の将来像の実現に向けて協力していく。 

                                   以  上 



 資料 1-2 

使用済燃料貯蔵対策の取組強化について 

（「使用済燃料対策推進計画」） 
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１．基本的考え方 

○ 我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・

有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収される

プルトニウム等を有効利用する原子燃料サイクルの推進を基本

的方針としている。 

○ 電気事業者（電力 9社及び日本原子力発電）は、このような基本

的方針の下、使用済燃料を六ヶ所再処理工場で再処理するとし

た原子燃料サイクルを推進しており、安全確保を大前提に、六

ヶ所再処理工場の竣工および竣工後の安全・安定操業に向けた

取り組み等を実施しているところであり、引き続き、業界一丸

となって取り組んでいく。 

○ 使用済燃料については、六ヶ所再処理工場への搬出を前提とし、

その搬出までの間、各原子力発電所等において、安全を確保し

ながら計画的に貯蔵対策を進めてきており、引き続き、発電所

の敷地内外を問わず、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・

活用を進めることにより、使用済燃料の貯蔵能力の拡大を図る

こととしている。 

○ また、各社の取り組みはもとより、事業者間の連携を一層強化

し、取り組みを着実に推進する。 
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２．各社の取り組み 

○ これまで使用済燃料の発生量見通し等に応じて、使用済燃料貯

蔵設備のリラッキングによる増容量、敷地内乾式貯蔵施設の設

置、敷地外中間貯蔵施設の設置等の必要な貯蔵対策に取り組ん

できている。（添付資料 1参照） 

○ 今後も、原子力発電所の再稼働や廃止措置を踏まえた使用済燃

料の発生量見通し等に応じて、引き続き、地元の皆さまのご理

解を得ながら、必要な対策を安全かつ計画的に進めていく。 

○ 「使用済燃料対策に関するアクションプラン」により、事業者

に対して、『使用済燃料対策推進計画』の策定の要請がなされた

ことから、各社の具体的な使用済燃料対策方針（添付資料 2）を

とりまとめ、それに基づき取り組んできている（添付資料 3）。 

➢ 九州電力において、2019 年 11 月、玄海原子力発電所の使用

済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強（リラッキング）（290 トン）

に係る原子炉設置変更許可。2020年 3月設計及び工事の計画

認可（以下、「設工認」という。）。ならびに、2021 年 4 月、

敷地内の乾式貯蔵施設（440 トン）設置に係る原子炉設置変

更許可。2021年 9月、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強

（リラッキング）工事のうち第 1 期工事（全 8 ブロックの内

3ブロック）が完了。2023年 10月、使用済燃料貯蔵設備の貯

蔵能力の増強（リラッキング）工事のうち第 2 期工事（残り

5 ブロックの内 3ブロック）が完了。 

➢ 四国電力において、2020年 9月、伊方発電所敷地内の乾式貯

蔵施設（500トン)設置に係る原子炉設置変更許可。2021年 7

月、設工認認可。2025年 2月運用開始予定。 

➢ 中部電力において、浜岡原子力発電所敷地内への乾式貯蔵施

設（400トン）の設置について、安全審査中。 

➢ 東京電力ＨＤと日本原電が設立したリサイクル燃料貯蔵株式

会社のむつ中間貯蔵施設（3,000トン）において、2020年 11

月、使用済燃料貯蔵事業変更許可。2022年 8月、設工認変更

認可。2023年 8月、保安規定変更認可。 

➢ 中国電力において、上関町からの地域振興策の検討要請に対

し、2023 年 8 月、使用済燃料中間貯蔵施設の設置に係る調

査・検討の実施を回答。 
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➢ 関西電力において、使用済燃料対策推進計画を補完する指針

として、2023 年 10 月、使用済燃料対策ロードマップを策定。 

○ 各社においては、現在の使用済燃料の貯蔵状況、今後の発生状

況等を踏まえても、管理容量を超過しないこと等を考慮し、使

用済燃料対策を検討している。なお、現在の原子力発電所の安

全審査の状況等を考慮すると、今後発生する使用済燃料の見通

しについては、一定の不確実性を伴うものの、使用済燃料対策

に万全を期す観点から、考えられる最大限の想定の下での試算

を行っている。 
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３．事業者全体の取り組み 

○ 安全確保を大前提に、六ヶ所再処理工場の竣工および竣工後の

安全・安定操業に向けて取り組んでいるところであり、引き続

き、業界一丸となって取り組んでいく。 

○ 具体的には、サイクル推進タスクフォースのもと、技術面だけ

でなく、日本原燃上層部と連携した課題の深掘り、早期対策の

実施などマネジメント面での支援、実務部隊との協働やステア

リングチーム等とのつなぎ役となる技術リエゾンを担う支援者

の派遣に取り組んでいく。 

○ 各社の取組状況を踏まえ、引き続き、発電所敷地内の使用済燃

料貯蔵設備の増容量化（リラッキング、乾式貯蔵施設の設置等）、

中間貯蔵施設の建設・活用等のあらゆる対策を実施することに

より、六ヶ所再処理工場への搬出に加えて、事業者全体として、

2020 年代半ば頃に現在計画されている対策を中心に 4,000tU 程

度、2030 年頃に 2,000tU 程度、合わせて 6,000tU 程度の使用済

燃料貯蔵対策を目指していく。さらに、今後具体化した対策に

ついては、順次、追加していくものとする。 

○ 現時点においては、約 4,600トン相当の使用済燃料貯蔵容量の拡

大について具体的な進捗が得られている一方で、まだ運用開始

に至っていない状況であり、全体の計画の実現に向けて更に取

り組みを進める必要がある。 

(約 4,600トン相当の貯蔵容量の拡大に向けた取り組み状況) 

➢ 東京電力ＨＤ・日本原電 

 リサイクル燃料備蓄センター（3,000トン） 

➢ 中部電力 

 乾式貯蔵施設（400トン） 

➢ 四国電力 

 乾式貯蔵施設（500トン） 

➢ 九州電力 

 リラッキング（290トン） 

 乾式貯蔵施設（440トン） 
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○ 具体的には、事業者として、安全を最優先に審査等に真摯に対

応し着実に前進させる。また、国の関与のもと、中間貯蔵や乾

式貯蔵の着実な推進のため、地元のご理解に向けて最大限の努

力を行うとともに、事業者間の連携・協力をより一層強化し、

使用済燃料対策推進計画の早期実現に向け、取り組んでいく。 

○ なお、本使用済燃料対策推進計画については、今後の再稼働の

状況等を踏まえて、必要に応じて、適切に見直していく。 

（１）推進体制の強化 

○ これまでも使用済燃料貯蔵対策に係る制度整備・情報共有・安

全貯蔵技術の研究開発を、事業者全体で取り組んできていると

ころである。 

○ 国のアクションプラン並びにエネルギー基本計画において、発

電所の敷地内外を問わず新たな地点の可能性の幅広い検討を始

め、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用の促進に向け、

各電気事業者の積極的な取り組みはもとより、電気事業者間の

共同・連携による事業推進の検討の必要性が示されている。 

○ 電気事業連合会に設置した電力 9社と日本原子力発電の社長で構

成する『使用済燃料対策推進連絡協議会』による使用済燃料の

貯蔵能力拡大に向けた推進体制の強化を継続する。 

○ 使用済燃料対策推進協議会における幹事会の枠組みを活用し、

日本原燃六ヶ所再処理工場の竣工および竣工後の安全・安定操

業に向けた取組状況、使用済燃料貯蔵能力拡大ならびに事業者

間の連携・協力の取組状況、自治体や地域団体への理解活動の

状況等について、定期的に国に報告、共有を行い、対応につい

て検討する。 

（幹事会実績） 

➢ 2021年 6月 9日 ：第１回幹事会 

➢ 2022年 2月 10日：第 2回幹事会 

➢ 2023年 6月 2日 ：第 3回幹事会 
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（２）実施項目 

○ 使用済燃料対策推進連絡協議会の下、六ヶ所再処理工場の竣工

および竣工後の安全・安定操業に取り組むとともに、使用済燃

料の貯蔵能力拡大に向けて、添付資料 4及び添付資料 5のとおり

取り組む。 

①六ヶ所再処理工場の竣工および竣工後の安全・安定操業に向けた

取組 

 原子力発電所の新規制基準適合性審査および運転経験等によ

り得られた知見を踏まえた支援 

 設工認審査、工事管理、保全技術力強化に係る支援 

②六ヶ所再処理工場の安定操業に向けたプルサーマル計画の推進に

係る取組の強化 

 事業者間の連携・協力によるプルトニウム消費 

 事業者間でプルトニウムの交換を行い、プルトニウムの

早期消費における最大限の取り組み 

 商業用プラントにおける使用済ＭＯＸ燃料再処理技術の確立 

 国内で保有する使用済ＭＯＸ燃料の仏国での、再処理実

証研究を実施 

③使用済燃料貯蔵能力拡大に係る技術検討 

 共同での研究開発 

 貯蔵方式の多様化や将来貯蔵が必要となる燃料の貯蔵に向

けた技術課題の検討 等 

【研究テーマの例】 

➢ キャスクバスケット用アルミニウム合金の開発 

➢ 高燃焼度燃料の貯蔵に向けた技術課題検討 

➢ コンクリートキャスクの実用化に向けた技術課題検討 

➢ 金属キャスクの長期健全性に係る海外情報調査 

➢ 緩衝体木材の経年変化に関する調査 
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④使用済燃料貯蔵能力拡大に係る理解活動の強化に向けた検討 

 電気事業連合会の広報活動 

 報道機関への説明、広報資料・ＨＰ・ＳＮＳ等の活用、 

メディアへの展開等を通じた理解促進 等 

 各社の広報活動 

 自治体・地域団体等への訪問・説明、報道機関への説明、

広報資料・ＨＰ・ＳＮＳ等の活用等を通じた理解促進 等 

⑤中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用の促進に向けた検討 

 メーカによる中間貯蔵キャスクの型式証明・型式指定の取得

における技術協力 

 型式証明 

➢ 申請件数：14件、取得件数：11件 

 型式指定 

➢ 申請件数：4件、取得件数：4件 

 乾式貯蔵施設輸送・貯蔵兼用容器の審査状況の事業者間共有 

 各社の地域での理解活動に関する情報交換 

 前項の理解活動における良好事例の共有 等 

 中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設の建設・活用に向けた更なる事

業者間連携の検討 等 

⑥使用済燃料発生量の低減に係る検討 

 燃焼度向上研究等を通じた燃焼度を高めた燃料の導入による

使用済燃料発生量の低減に係る検討 

 

以 上   
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電力会社名 発電所名 これまでの対策状況 

北海道電力 泊 共用化（１，２号炉と３号炉） 

東北電力 
女川 共用化（１号炉と２，３号炉） 
東通 － 

東京電力ＨＤ 

福島第一 
リラッキング（１，２，３，４，５，６号炉） 
共用プール 
乾式貯蔵施設設置（４，５，６号炉）、乾式キャスク仮保管設備 

福島第二 リラッキング（１，２，３，４号炉） 
共用化（１，２，３，４号炉） 

柏崎刈羽 
ラック増設（１，３，４，６，７号炉） 
リラッキング（２，５号炉） 
共用化（１，２，５号炉と３，４，６，７号炉） 

中部電力 浜岡 
リラッキング（１，２，３号炉） 
ラック増設（４号炉） 
共用化（１，２，３号炉と４号炉、１，２，３，４号炉と５号炉） 
乾式貯蔵施設設置*1 

北陸電力 志賀 リラッキング（１号炉） 

関西電力 

美浜 共用化（１号炉と３号炉、２号炉と３号炉） 
リラッキング（２，３号炉） 

高浜 
共用化（１号炉と３，４号炉、２号炉と３，４号炉、３号炉と４号炉） 
プール増設（３，４号炉Ｂエリア） 
リラッキング（３，４号炉Ａエリア） 

大飯 共用化（１，２号炉と３号炉、１，２号炉と４号炉） 
プール増設（３，４号炉Ｂエリア） 

中国電力 島根 
共用化（１号炉と２号炉） 
ラック増設、リラッキング（１号炉） 
リラッキング（２号炉） 

四国電力 伊方 共用化（１，２号炉と３号炉） 
リラッキング（３号炉）、乾式貯蔵施設設置*4 

九州電力 
玄海 共用化（１，２号炉と４号炉、３号炉と４号炉） 

リラッキング（３号炉）*4、乾式貯蔵施設設置*2 
川内 リラッキング（１，２号炉） 

日本原子力発電 

敦賀 
ラック増設（１号炉） 
共用化（２号炉に１号炉燃料用のラックを設置） 
リラッキング（１，２号炉） 

東海第二 リラッキング 
乾式貯蔵施設設置 

 

 

 

各社のこれまでの対策状況 
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*1：設置変更許可審査中、*2：設工認申請予定、*3：設工認審査中、*4：工事中 

 

【発電所敷地外施設】 

電力会社名 地点名 これまでの対策状況 

東京電力ＨＤ 
むつ市 

 

乾式貯蔵施設設置*4 
（リサイクル燃料備蓄センター） 日本原子力発電 



添付資料 2(1) 

10 

 

電気事業者は、国の政策に基づき、使用済燃料を六ヶ所再処理工場で再処理するとした原子燃料サイクルを推進しているところである。そのような考え

の下、使用済燃料は、六ヶ所再処理工場への搬出を前提とし、その搬出までの間、各原子力発電所等において、安全を確保しながら計画的に貯蔵対策を

進めてきている。今後も引き続き、同工場の竣工に向けた取り組みを進めていくとともに、下表に取りまとめた対策方針に基づき、取り組んでいく。 

電力会社 発電所名 当面の使用済燃料対策方針 将来の使用済燃料対策方針 

北海道電力 泊 現行の貯蔵設備を活用する。 
使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、乾式貯蔵施設を含め種々の貯蔵方策につ

いて検討する。 

東北電力 
女川 

現行の貯蔵設備を活用する。 敷地内外における乾式貯蔵施設等種々の貯蔵方策について検討する。 
東通 

東京電力ＨＤ 

福島第一 乾式キャスク仮保管設備への搬出を計画している。 
乾式キャスク仮保管設備への搬出を計画している。 

（福島第一廃止措置工程全体の中で検討） 

福島第二 現行の貯蔵設備にて保管する。 現行の貯蔵設備、および将来導入予定の乾式貯蔵施設にて保管する。 

柏崎刈羽 
リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 

（2020 年 11月事業変更許可、2022年 8月設工認変更認可、3,000tU） 

リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 

（最終貯蔵量 5,000tU） 

中部電力 浜岡 

現行の貯蔵設備を活用する。 

また、敷地内の乾式貯蔵施設への搬出を計画している。 

（400tU 増容量、2015年 1月設置変更許可申請、安全審査中） 

当面の対策を継続するとともに、使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、敷地内

外における乾式貯蔵施設等種々の貯蔵方策について検討する。（乾式貯蔵施設

の増設含む） 

北陸電力 志賀 現行の貯蔵設備を活用する。 敷地内外における乾式貯蔵施設等種々の貯蔵方策について検討する。 

関西電力 

美浜 福井県外における中間貯蔵について、理解活動、可能性調査等を計画的に進

め、2030 年頃に 2 千トン U 規模で操業開始する。 

計画遂行にあたっては使用済燃料対策の重要性に鑑み、迅速かつ的確に対応

し、できる限り前倒しを図る。 

「使用済燃料対策ロードマップ」に基づき、着実に発電所が継続して運転で

きるよう、あらゆる可能性を組み合わせて、必要な搬出容量を確保する。 

当面の対策に加え、その進捗の状況や使用済燃料の発生見通し等を踏まえつ

つ、国のエネルギー基本計画やアクションプランに沿って、事業者間の共同・

連携など、あらゆる可能性について検討・対応していく。 

高浜 

大飯 

中国電力 島根 現行の貯蔵設備を活用する。 
使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して，敷地内外における乾式貯蔵施設等種々の

貯蔵方策について検討する。 

四国電力 伊方 

現行の貯蔵設備を活用する。 

また、2025 年 2 月運用開始予定の敷地内の乾式貯蔵施設への搬出を計画して

いる。（500tU 増容量、2020 年 9 月設置変更許可、2021 年 7 月設工認認可、

2021 年 11 月設置工事開始。） 

当面の対策を継続するとともに、敷地内外の貯蔵施設への搬出を検討する。 

九州電力 
玄海 

３号機の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強（リラッキング）工事を実施

中である。（290tU 増容量、2019 年 11 月設置変更許可、2020 年 3 月工事計画

認可） 

また、敷地内の乾式貯蔵施設への搬出を計画している。 

（440tU 増容量、2021年 4月設置変更許可。） 

敷地内外の貯蔵施設への搬出を検討する。 

この一環として、安全性向上対策も考慮し、敷地内の乾式貯蔵施設について検

討を実施中である。 

川内 現行の貯蔵設備を活用する。 

日本原子力発電 

敦賀 
リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 

（2020 年 11月事業変更許可、2022年 8月設工認変更認可、3,000tU） 

リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 

（最終貯蔵量 5,000tU） 

東海第二 

既設の敷地内乾式貯蔵設備の活用（70tU 増容量）及びリサイクル燃料備蓄セ

ンターへの搬出を計画している。 

（2020 年 11月事業変更許可、2022年 8月設工認変更認可、3,000tU） 

リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 

（最終貯蔵量 5,000tU） 

各社の使用済燃料対策方針 
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各社の使用済燃料貯蔵量 

  
電力会社 

  

  
発電所名 
  

2023年 9月末時点 試算値＜4サイクル(約 5年)後＞※１ 
１炉心 １取替分 管理容量※2 使用済燃料 

貯蔵量 
管理容量※2 

(A) 
使用済燃料 
貯蔵量(B) 

貯蔵割合 
(B)/(A)x100 

(ｔＵ) (ｔＵ) (ｔＵ) (ｔＵ) （ｔＵ） （ｔＵ） （％） 
北海道電力 泊 170  50  1,020  400  1,020  600  59  
東北電力 女川 200  40  860  480  860  640  74  

東通 130  30  440  100  440  220  50  
東京電力ＨＤ 
  
  

福島第一 580  140  2,260 2,130  2,260  2,130  94  
福島第二 0  0  1,880  1,650  1,880  1,650  88  
柏崎刈羽 960  230  2,910  2,370  2,920  2,920  100  

中部電力 浜岡 410  100  1,300 1,130  1,700  1,530  90  
北陸電力 志賀 210  50  690  150  690  350  51  
関西電力 
  
  

美浜 70  20  620  480  620  560  90  
高浜 290  100  1,730  1,410  1,730  1,730  100  
大飯 180  60  2,100  1,820  2,100  2,060  98  

中国電力 島根 100  20  680  460  680  540  79  
四国電力 伊方 70  20  930  750 1,430  830  58  
九州電力 
  

玄海 180  60  1,370  1,150    1,920  1,400  73  
川内 150  50  1,290  1,100  1,290  1,280  99  

日本原子力発電 
  

敦賀 90  30  910  630  910  750  82  
東海第二 130  30  440  370  510  490  96  

合計   3,920  1,030  21,440  16,580  22,960  19,680   

※１：各社の使用済燃料貯蔵量については、下記仮定の条件により算定した試算値であり、具体的な再稼働を前提としたものではない。 
    ○各発電所の全号機を対象。（廃炉を決定した女川 1号機、福島第一、福島第二、浜岡１・２号機、美浜１・２号機、大飯１・２号機、伊方１・２号機、島根１号機、

玄海１・２号機、敦賀１号機を除く） 
    ○貯蔵量は、２０２３年９月末時点の使用済燃料貯蔵量に、４サイクル運転分の使用済燃料発生量（４取替分）を加えた値。（単純発生量のみを考慮） 
    ○１サイクルは、運転期間１３ヶ月、定期検査期間３ヶ月と仮定。（この場合、４サイクルは約５年となる） 
※２：管理容量は、原則として「貯蔵容量から１炉心＋１取替分を差し引いた容量」。なお、運転を終了したプラントについては、貯蔵容量と同じとしている。 
※３：福島第一については、廃炉作業中であり第一回推進協議会時点（2015年 9月末値）を参考値とし、その後の廃炉作業に伴う乾式キャスク仮保管設備拡張等は除外している 
※４：柏崎刈羽５号機については、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強（リラッキング）に関する工事未実施であるが、工事完了後の管理容量予定値を記載。 
※５：柏崎刈羽については、約２．５サイクル（３年程度）で管理容量に達する。（運転時期は未考慮）  
※６：浜岡１，２号炉は廃止措置中であり、燃料プール管理容量から除外している。 
※７：浜岡４号機については、乾式貯蔵施設の設置に関する申請中であり、竣工後の管理容量予定値を記載。 
※８：高浜については、約３サイクル（４年程度）で管理容量に達する。（運転時期は未考慮）  
※９：伊方１号機は廃止措置中で、燃料搬出が完了しているため、使用済燃料ピット管理容量から除外している。 
※10：伊方３号機については、乾式貯蔵施設の竣工後の管理容量予定値を記載。 
※11：玄海については、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強（リラッキング）並びに乾式貯蔵施設の竣工後の管理容量予定値を記載。 
※12：東海第二については、乾式貯蔵キャスクを２４基（現状＋７基）とした管理容量を記載。 
注） 四捨五入の関係で、合計値は、各項目を加算した数値と一致しない部分がある 

※3 

※6 

※9 ※10 

※11 

※4 ※5 ※5 

※7 

 

※12 

※8 ※8 
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○ 各社の使用済燃料対策方針に基づく取り組み 
 現在までの対応状況 今後の予定 

各社共通 

○日本原燃六ヶ所再処理工場の早期竣工及び

竣工後の安全・安定操業に向け、設工認に

係る審査、安全対策工事、設工認に係る施

設についての検査に対する支援を実施。具

体的には、電力各社の審査経験者等を大幅

増員して支援体制を強化するとともに、専

門性の高い分野に対しては、プロジェクト

チームを編成し、日本原燃と一体となり対

応。また、2022 年 9 月に設置した「サイク

ル推進タスクフォース」のもと、技術面だ

けでなく、日本原燃上層部と連携し、課題

を深掘りし、早期に対策を実施する等のマ

ネジメント面での支援も実施中。至近では

技術的論点の説明方針や進捗管理等につい

てリーダーシップをもって実務部隊をけん

引するために日本原燃が設置したステアリ

ングチームへの支援者の派遣、実務部隊と

の協働やステアリングチーム等とのつなぎ

役となる技術リエゾンを担う支援者の派遣

を行っている。 

○2019 年 4 月、原子力発電所敷地内における

輸送・貯蔵兼用乾式キャスクにおける使用

済燃料の貯蔵に関する技術基準が見直さ

れ、それに基づく施設の審査にて論点とな

った事項を電力大で共有し、審査の中で対

応を検討している。 

○メーカの輸送・貯蔵兼用乾式キャスク（Ｂ

ＷＲ、ＰＷＲ）の型式証明・型式指定取得

に際し技術協力を実施。 

○使用済燃料対策の拡充を図る目的で、業界

全体の連携・協力として、東京電力ＨＤと

日本原子力発電が設立したリサイクル燃料

貯蔵株式会社（以下、「ＲＦＳ」という。）

が建設を進めているむつ中間貯蔵施設の共

同利用の検討に着手したいとの考えを、

2020 年 12 月、国に報告し、青森県、むつ

市に説明を行った。 

○六ヶ所再処理工場の早期竣工及び竣

工後の安全・安定操業に向け、電力

各社で連携しながら、引き続き支援

を行っていく。 

 

北海道電力 

○他社の貯蔵対策の情報収集や、乾式貯蔵キ

ャスクに関わる電力大検討への参画など、

各種調査、検討を実施。 

○引き続き、他社の貯蔵対策の情報収

集や、各種調査、検討を実施してい

く。 

東北電力 

○現在，敷地内外における乾式貯蔵施設等

種々の貯蔵方策について検討している。 

○貯蔵対策の情報収集や，乾式貯蔵キャスク

に関わる電力大検討への参画等を実施中で

ある。 

○引き続き，敷地内外における乾式貯

蔵施設等種々の貯蔵方策について検

討していく。 
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 現在までの対応状況 今後の予定 

東京電力ＨＤ 

○ＲＦＳの事業開始に向けた支援を実施。 

※ＲＦＳの事業変更許可に係る審査状況 

・2020 年 11 月 11 日 使用済燃料貯蔵事業変

更許可を取得 

・2022 年 8 月 16 日 設工認変更認可を取得 

・2023 年 2 月 8 日 使用済燃料貯蔵事業変更

許可を取得（震源を特定せず策定する地震

動による基準地震動の追加ほか） 

・2023 年 6 月 22 日 設工認変更認可を取得

（震源を特定せず策定する地震動による基

準地震動の追加ほか） 

・2023 年 8 月 28 日 保安規定変更認可を取得

（事業開始段階） 

・2023 年 9 月 21 日 使用済燃料貯蔵事業変更

許可を申請（金属キャスクの追加） 

○2023 年 8 月 30 日 ＲＦＳは早期の事業開始

に向けて、2023 年度下期から 2024 年度上

期を念頭に準備を進めることを公表。 

○ＲＦＳの事業開始及び安定操業に向

けた支援を継続して実施。 

中部電力 

○2008 年 12 月に使用済燃料乾式貯蔵施設の

建設計画を公表し、2015 年 1 月、原子力規

制委員会に対し、発電用原子炉設置変更許

可申請。 

○当面の対策を継続するとともに、使

用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、

敷地内外における乾式貯蔵施設等

種々の貯蔵方策について検討する

（乾式貯蔵施設の増設含む）。 

○使用済燃料乾式貯蔵施設の発電用原

子炉設置変更許可を取得すべく、審

査に適切に対応する。 

○見直された技術基準等を勘案し、使

用済燃料乾式貯蔵施設の設計見直し

を検討中。(別紙参照) 

北陸電力 

○電力大での検討への参加、他電力の貯蔵対

策の把握等、貯蔵対策に係る情報収集を実

施。 

○情報収集を継続実施。 

関西電力 

○2023 年 6 月、使用済ＭＯＸ燃料の再処理実

証研究に伴い使用済燃料、約２００トンを

仏国へ搬出する計画が確定。 

○2023 年 10 月、使用済燃料対策を着実に実

施していくため、使用済燃料対策推進計画

を補完する指針として、使用済燃料対策ロ

ードマップを策定。 

○「使用済燃料対策ロードマップ」に

基づき、着実に発電所が継続して運

転できるよう、あらゆる可能性を組

み合わせて、必要な搬出容量を確保

する。(別紙参照) 

 

中国電力 

○貯蔵対策に関する情報収集，電力大での検

討への参画等を行っている。 

○2023 年 8 月、上関町に中間貯蔵施設の設置

に係る調査・検討の実施について申し入れ

を行い、了承された。 

○中間貯蔵施設の設置に係る調査・検

討を進めていく。(別紙参照) 
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四国電力 

○2018 年 5 月、原子力規制委員会に対し、原

子炉設置変更許可申請。 

○2020 年 9 月、原子炉設置変更許可を取得。 

○2021 年 1 月、設計及び工事計画認可申請を

実施。2021 年 7 月、認可。 

○2021 年 11 月、乾式貯蔵施設の設置工事を

開始。(別紙参照) 

○2025 年 2 月の運用開始に向け、乾式

貯蔵施設の設置工事等を着実に進め

ていく。 

 

九州電力 

○2019 年 1 月、原子力規制委員会に対し、玄

海原子力発電所の使用済燃料貯蔵設備の貯

蔵能力の増強（リラッキング）に係る原子

炉設置変更許可申請書の補正、並びに乾式

貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可

申請を実施。(別紙参照)  

○2019 年 11 月、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵

能力の増強（リラッキング）に係る原子炉

設置変更許可を取得。 

○2019 年 11 月、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵

能力の増強（リラッキング）に係る工事計

画認可申請を実施。2020 年 3 月、認可。 

○2021 年 4 月、乾式貯蔵施設の設置に係る原

子炉設置変更許可を取得。 

○2021 年 9 月、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能

力の増強（リラッキング）工事のうち第 1

期工事（全 8 ブロックの内 3 ブロック）が

完了。 

○2023 年 10 月、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵

能力の増強（リラッキング）工事のうち第

2期工事（残り 5ブロックの内 3ブロック）

が完了。 

○あわせて、乾式キャスクによる貯蔵につい

て、種々の技術的調査、検討を実施中。 

○使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増
強（リラッキング）の工事及び乾式
貯蔵施設の設置に係る審査対応を着

実に進めていく。 
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日本原子力発電 

○ＲＦＳの事業開始に向けた支援を実施。 

※ＲＦＳの事業変更許可に係る審査状況 

・2020 年 11 月 11 日 使用済燃料貯蔵事業変

更許可を取得 

・2022 年 8 月 16 日 設工認変更認可を取得 

・2023 年 2 月 8 日 使用済燃料貯蔵事業変更

許可を取得（震源を特定せず策定する地震

動による基準地震動の追加ほか） 

・2023 年 6 月 22 日 設工認変更認可を取得

（震源を特定せず策定する地震動による基

準地震動の追加ほか） 

・2023 年 8 月 28 日 保安規定変更認可を取得

（事業開始段階） 

・2023 年 9 月 21 日 使用済燃料貯蔵事業変更

許可を申請（金属キャスクの追加） 

○2023 年 8 月 30 日 ＲＦＳは早期の事業開始

に向けて、2023 年度下期から 2024 年度上

期を念頭に準備を進めることを公表。 

○メーカの中間貯蔵用輸送・貯蔵兼用乾式キ

ャスク（ＢＷＲ、ＰＷＲ）の型式証明・型

式指定取得によりＢＷＲ及びＰＷＲの中間

貯蔵用キャスク採用の見通しが立った。 

○ＲＦＳの事業開始及び安定操業に向

けた支援を継続して実施。 
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各社の使用済燃料対策方針の取り組み状況 
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○ 中部電力の取り組み状況 

 

○ 四国電力の取り組み状況 
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○ 九州電力の取り組み状況 
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○ 中国電力の取り組み状況 
・上関地点における使用済燃料中間貯蔵施設の設置に係る調査・検討の実施 

について 

 

・動画コンテンツ 

「『使用済燃料中間貯蔵施設』の概要」に関する動画をＨＰに公開 

ＨＰアドレス：https://www.energia.co.jp/atom/interim_storage/index.html 

 

  

  

  
 

（内容） 

中間貯蔵施設の役割、乾式貯蔵方式の特長や安全性等について、わかりやすく紹介。 

https://www.energia.co.jp/atom/interim_storage/index.html
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○ 関西電力の取り組み状況 
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○ 使用済燃料貯蔵能力拡大に係る技術検討 
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○ 使用済燃料貯蔵能力拡大に係る理解活動の強化にむけた検討 
 

 現在までの対応状況 今後の予定 

各
社
共
通
の
取
り
組
み 

○自治体、地域団体等への訪問説明 

○報道機関への説明 

○テレビ・ラジオ特番、新聞広告を通じた情報発信 

○使用済燃料貯蔵対策に係る電事連パンフレットの制作（別

紙 1 参照）及び各社ＰＲ施設等への設置・見学者への配

布、対外説明時の活用 

○使用済燃料貯蔵対策に係る動画コンテンツの制作・公開 

(別紙 1 参照) 

〇電事連広報誌による情報発信(別紙 1 参照) 

〇各地域で開催される講演会等での原子燃料サイクル意義 

説明資料配布(別紙 1 参照) 

○各社ＨＰに使用済燃料の貯蔵量等の掲載など、積極的な情

報発信 

○各社の理解活動の進捗確認、良好事例の情報交換を実施 

○引き続き、自治体・地域団体等へ

の訪問説明による中間貯蔵の必要

性や安全性等に関する理解促進活

動を実施 

○引き続き、広報資料、ＨＰ等を通

じた情報発信を実施 

 

 

 

○引き続き、良好事例の共有を実施 

各
社
個
別
の
取
り
組
み 

○中間貯蔵施設・乾式貯蔵施設を利用した広報活動 

・東海第二発電所乾式貯蔵施設を利用した広報活動の実施

（日本原子力発電(別紙 2 参照)） 

・中間貯蔵施設を利用した広報活動の実施 

（東京電力ＨＤ、日本原子力発電） 

【上記における活動実績＊】1,547 回 

○ＰＲ施設やＨＰの活用等を通じた理解促進（中部） 

・ＰＲ施設での展示 

・ＨＰでの情報発信 

・発電所見学会での説明 

・静岡県内でのテレビ提供番組等での情報発信 

○訪問対話活動において、対話項目の 1 つとして使用済燃料

対策等を説明中（関西、四国、九州） 

○広報資料・ＨＰの活用等を通じた理解促進（関西） 

・パンフレット・ＤＶＤ等の制作、それらを活用した見学

会・訪問説明 

・ＨＰでの情報発信 

・Ｆａｃｅｂｏｏｋでの情報発信 

・ＰＲ施設での展示 

・シンポジウムの実施 

○広報資料･ＨＰの活用等を通じた理解促進（四国） 

・伊方発電所ＰＲ館での乾式キャスク模型展示、説明 

・パンフレット等の制作、それらを活用した見学会・訪問

説明 

・動画コンテンツを活用したＨＰでの情報発信 

○乾式貯蔵施設への各電力からの紹

介団体の視察等を継続して受入 

○パンフレットやダイレクトメール

による適時適切な情報発信及び対

話活動を継続実施する 

○広報資料･ＨＰの活用等を通じた理

解促進 

・引き続き、原子力見学会での説

明、講演会の開催、広報ツールの

発刊・更新、ＨＰ・ＳＮＳ等での

情報発信等を検討・実施していく 

 

＊：2015 年 11 月計画公表以降、2023 年 9 月末時点で東京電力ＨＤ、日本原子力発電が 

把握している実績を記載。 
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○電気事業連合会パンフレット 

「使用済燃料貯蔵対策の取り組み」 

（2016年 3月制作、2017年 2月・2021年 12月改定） 

 

 

 

 

○電気事業連合会の動画コンテンツ 

原子燃料サイクルに関する動画 1本をＨＰに公開（2023 年 3月 31日） 

ＨＰアドレス：https://www.youtube.com/user/fepcchannel 

 

 

（内容） 

原子燃料サイクルの意義や、その確立に向けて取り組む日本原燃の社員を紹介。 

  

https://www.youtube.com/user/fepcchannel
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「使用済燃料貯蔵対策についての取り組み」に関する動画 4本をＨＰに公開
（2016年 11月 30日） 

ＨＰアドレス：https://www.youtube.com/user/fepcchannel 

○使用済燃料の貯蔵方法（湿式と乾式） 

（2 分 28 秒） 

  

○使用済燃料の貯蔵能力拡大とその具体例 

（2 分 38 秒） 

  

○キャスクの安全確保と運用 

（5 分 34 秒） 

   

○キャスクの輸送について 

（2 分 27 秒） 

  

（内容） 
使用済燃料の貯蔵方法（湿式と乾式）から始まり、リラッキングとキャスクに
ついての解説、キャスクの安全機能や輸送方法までをわかりやすく説明。具体
的な貯蔵方法として、日本原子力発電株式会社東海第二発電所の乾式貯蔵施設
について紹介。 
 

〇電気事業連合会の広報誌 

Enelog Vol.56（2023年 1月発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内容） 

日本原燃の再処理工場の現況やフランス・オラノ社 CEO のインタビューを掲載。
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〇各地域で開催される講演会等での原子燃料サイクル意義説明資料配布 

各地域で開催されるエネルギー等に関する講演会等において、日本原燃と連携

して原子燃料サイクル意義説明資料を配布（年間約 2,000 枚配布見込） 
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○ 日本原子力発電による貯蔵設備を利用した広報活動 

 

 

 

 

 

 


